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２９墨総法第２１５号 

 

裁   決   書 

 

 

東京都墨田区●●●●●●●●●●●●●  

審査請求人     ●●●●●●●●● 

 

処 分 庁        墨田区福祉事務所長 

 

 審査請求人が平成２９年２月２４日に提起した、処分庁による平成２９年２月１

０日付けで審査請求人に対して行った保育所利用承諾保留処分（保育施設利用調整

結果通知書によるもの。以下「本件処分」という。）に係る審査請求について、次

のとおり裁決する。 

 

 

主   文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

事案の概要 

 

 本件は、審査請求人による保育所の入所申込み（平成２８年１２月９日付け保育

施設（入所・転所）申込書によるもの。）について、処分庁が利用調整を行った結

果、平成２９年２月１０日付けで同年４月の入所を保留することと決定した保育所

利用承諾保留処分を不服とし、同年２月２４日（審査請求書の日付は２２日）に審

査庁に対して審査請求があったものである。 

 本件処分の理由について、処分庁は、平成２９年２月１０日付け保育施設利用調
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整結果通知書において「希望者が入所予定数を超えており、利用調整の結果、入所

できないため」とする一方、審査請求人が提出した保育施設（入所・転所）申込書

は平成２９年１２月の入所選考まで有効であり、その間に希望する保育施設に空き

が生じた場合、利用調整の対象となる旨を明示している。このことからすれば、本

件処分は保育所利用承諾に係る一部拒否処分と解することが相当である。 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

   審査請求人は、審査請求書（平成２９年２月２２日付け）において以下のと

おり主張し、本件処分を取り消し、保育所利用承諾の決定をするよう求めてい

る。 

  ⑴ 本件児童の母親は、保育所の入所申込みの際、育児休業中であったが、平

成２９年４月から復職を予定していた。「保育施設利用申込みのご案内」

（以下「本件申込案内書」という。）の１８頁、⑵調整指数の条件番号２１

には、「保護者が産後休暇または育児休業を取得している場合で、復職を予

定しているとき。」と記載があるところ、この条件が育児休業の該当児童に

しか当てはまらないとの記載はなく、本件児童に適用されないことを結果通

知後に所管課へ問い合わせて初めて知った。 

    また、保育コンシェルジュに事前に相談に行ったが、その際も条件番号２

１が本件児童には該当しないとの説明はなく、今年は条件番号１６の「同時

に２人以上の児童の保育施設への新規入所を希望するとき（転所は除く）。」

にも該当するため、審査請求人の家庭は４３点になるとの説明を受けた。 

    これらのことから、本件児童について条件番号２１が適用されないという

のであれば、同条件の定めは不明確で具体性を欠くものであり、それに基づ

く本件処分は行政手続法（平成５年法律第８８号）第５条に違反する。 

  ⑵ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２４条

第３項にいう「やむを得ない事由」がないのに入所保留としたことは、法第
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２４条第１項本文に違反する。（本件処分の日における法第２４条第３項の

「必要と認められる場合」ではないのに入所保留としたことによる同条第１

項への違反を主張したものとする。） 

  ⑶ 本件児童は保育を必要とする児童であるにもかかわらず、入所保留となる

と、保育を受ける権利を侵害され、入所承諾をされた児童との間で不平等が

生じる。また、審査請求人らも保育所を利用する権利を侵害され、就労が困

難になるなどして困窮する。 

    これらのことから、本件処分は、憲法第１３条、第１４条及び第２５条並

びに法第２４条第１項本文（本件処分の日における法第２４条第１項）に違

反する。 

  ⑷ 入所保留としているにもかかわらず、本件児童について「適切な保護」を

しようとしていないことは、法第２４条第１項ただし書に違反する。（本件

処分の日における法第２４条第２項の「必要な保育を確保するための措置」

をしていないことによる同項への違反を主張したものとする。） 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁は、弁明書（平成２９年３月２８日付け）及び墨田区行政不服審査会

における口頭による説明（同年１０月１８日聴取）において以下のとおり主張

し、本件処分に違法又は不当な点はないため、審査請求は棄却されるべきであ

るとする。 

  ⑴ 行政手続法第５条違反について 

    審査請求人の指摘する条件番号２１については、審査請求人から提出され

た在職証明書等の「育児休業の取得期間」で適用対象かどうかを確認してい

ることから、現に育児休業の対象となっている児童の取得期間を記入するも

のであることは明白である。 

    よって、条件番号２１の適用条件が、育児休業の該当児童にしか当てはま

らないとの記載がなかったとしても、そのように解するのが妥当であり、本

件処分に違法又は不当な点はない。 

    なお、墨田区保育所等の利用調整等に関する規則（平成２７年墨田区規則
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第２１号。以下「区規則」という。）に基づく審査は、処分庁において実施

するものであり、審査請求人が保育コンシェルジュへの相談の際に知らされ

た指数は、推定値に過ぎない。 

  ⑵ 法第２４条第１項違反について 

    法第２４条第１項は、保育所の定員が不足している場合であっても保育所

に入所することができる権利を付与しているものではなく、また、現実に各

認可保育所には定員数が定められており、希望者全員を入所させることは不

可能である。したがって、認可保育所の定員が不足している場合に利用調整

を行うことは、法第２４条第３項にいう「必要と認められる場合」に該当す

ると解するのが相当である。 

    よって、本件処分に違法又は不当な点はない。 

  ⑶ 憲法第１３条、第１４条及び第２５条並びに法第２４条第１項への違反に

ついて 

    前述のとおり、現実にある認可保育所の入所定員に比較して保育を必要と

する児童が複数いる場合には、保育を必要とする程度の高い児童から順次保

育せざるを得ず、法附則第７３条第１項の規定により読み替えて適用する法

第２４条第３項及び児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以

下「省令」という。）第２４条においても、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用

できるよう、利用調整を行うことを認めている。 

    また、認可保育所に入所できなかったことと、審査請求人の就労が困難に

なり困窮することには、事実上一定程度の因果関係があるとしても、それは

本件処分による間接的な影響であり、法律上の因果関係は認められず、当該

主張は前提を欠くものであるため、否認する。 

    よって、本件処分に違法又は不当な点はない。 

  ⑷ 法第２４条第２項違反について 

    墨田区では待機児童の解消を区政の最重要課題と捉え、保育所、認定こど

も園、小規模保育所等の整備に努め、保育定員の拡大を図っている。 
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    今後も積極的に認可保育所の整備を進めることとしており、必要な保育を

確保するための措置を行っているところである。 

    よって、本件処分に違法又は不当な点はない。 

 

理   由 

 

 １ 本件の争点 

   審査請求人が本件処分を違法とする理由の要旨は、 

  ⑴ 行政手続法第５条は、できる限り具体的な審査基準を定め、その審査基準

を適当な方法により公にしておかなければならないと規定しているところ、

本件処分においては審査基準の記載が不明確であり、同条に違反している。 

  ⑵ 法第２４条第３項にいう「必要と認められる場合」ではないのに、利用調

整を行い、本件児童を入所保留としたことは、保育を必要とする児童を保育

しなければならない旨を規定した法第２４条第１項に違反している。 

  ⑶ 本件児童は、保育を必要とする児童であるにもかかわらず、入所保留とな

ると、保育を受ける権利を侵害され、入所承諾をされた児童との間で不平等

が生じる。また、審査請求人らも保育所を利用する権利を侵害され、就労が

困難になるなどして困窮する。 

    よって、本件処分は、憲法第１３条、第１４条及び第２５条並びに法第２

４条第１項に違反している。 

  ⑷ 入所保留としているにもかかわらず、本件児童について、必要な保育を確

保するための措置をしていないことは、法第２４条第２項に違反している。 

  以上の４点である。そこで、順次上記の争点につき検討する。 

 ２ 本件処分は行政手続法第５条に違反するか 

  ⑴ 行政手続法第５条は、行政庁は審査基準を定めるものとされ（第１項）、

その審査基準は許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなけ

ればならず（第２項）、備付けその他の適当な方法により公にしておかなけ

ればならない（第３項）と規定している。 
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  ⑵ 行政手続法にいう審査基準とは、申請により求められた許認可等をするか

どうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であり

（同法第２条第８号ロ）、条例及び地方公共団体の執行機関の規則もここで

いう法令に含まれる（同条第１号）。この点、区規則第５条第１項は、保育

所の利用の可否を決定するために必要な基準を詳細かつ具体的に定めており、

法第２４条第１項及び第３項並びに省令第２４条に係る審査基準として機能

しているので、更に詳細かつ具体的な審査基準を定める必要性はないと考え

られる。 

  ⑶ また、審査基準に相当する区規則は公表され、第５条第１項では「申込み

があったときは、別表第１に定める利用調整基準に基づき算定した指数が高

い児童から順に保育の利用に係る優先順位を決定するものとする。この場合

において、当該指数が同一である児童が複数ある場合は、別表第２に定める

順位により保育の利用に係る優先順位を決定するものとする。」と規定して

おり、客観的指標が明示されている。 

    なお、利用調整の方法については、あらかじめ本件申込案内書において、

区利用調整基準に従い指数の高い世帯から利用調整を行うこと、具体的な利

用調整基準（①基準指数、②調整指数、③優先順位）が明記されている。 

  ⑷ ところで、審査請求人は、区利用調整基準を示した本件申込案内書の条件

番号２１には「保護者が産後休暇または育児休業を取得している場合で、復

職を予定しているとき。」と記載があるところ、この条件が育児休業の該当

児童にしか当てはまらないとの記載はないと主張する。 

    しかしながら、育児休業については、育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）の第２章に

その申出、期間等の定めがあるところ、条件番号２１にいう「育児休業を取

得している場合」とは、一般的に同法の規定による育児休業であって、現に

育児休業の対象となっている子（児童）のみに適用されると解することが合

理的である。 

    よって、条件番号２１の記載自体も抽象的であるとはいえない。 
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  ⑸ 以上のことからすれば、審査基準に相当する区規則の定めは保育の必要性

を判断する指標として十分に明確かつ具体的であり、本件処分が行政手続法

第５条に違反するとの審査請求人の主張は採用できない。 

 ３ 本件処分は法第２４条第１項に違反するか 

   法第２４条第１項は、市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定め

るところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき

乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、同条第２項

に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならな

いと定めている。なお、審査請求人は法第２４条第１項本文に違反すると主張

しているところ、本件につき適用される現行法（平成２７年４月１日施行）の

改正前の同条同項に本文とただし書があったことから、改正前の同法違反を指

摘した可能性があるが、改正の前後で規定の趣旨に異同はないから、その主張

は基本的に現行法の同条同項の違反を問題にしているものと解する。 

   また、同条第２項は、市町村は保育を必要とする児童に対し、認定こども園

又は家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければ

ならないと規定している。 

   他方、法附則第７３条第１項により読み替えて適用される法第２４条第３項

では、市町村は、保育所等の利用について調整を行うとともに、認定こども園

の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、同条第２項に規定する児童の

利用の要請を行うものとすると規定している。 

   さらに、これを受けて省令第２４条では、上記の利用調整を行う場合には、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認

められる児童が優先的に利用できるよう調整する旨が定められている。このこ

とは、具体的に保育所等における保育を実施するに当たっては、現に存する施

設の数、規模、利用定員の制限等から、入所申込者の希望により定員超過が生

じる場合が当然予測され、その場合には、あらかじめ定められた一定基準にの 

  っとって利用調整を図る必要があり、その様な場合を想定して上記のような規

定を設けている。 
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   そうすると、法第２４条第１項は、市町村に対し、保育を必要とする児童に

対して保育所等における保育を受けさせるべき一般的な義務を課しているもの

の、保育所等の定員超過等のやむを得ない事由がある場合には、利用調整の必

要があることを容認しているのであり、保育所等を利用する必要がある児童に

ついて、必ずしも申込者全員に対してその希望する施設のいずれかに入所でき

るような具体的な権利を保障したものではない。 

   したがって、個別具体的な事案において、定員超過等のやむを得ない事由が

ある場合に利用調整を図ることは禁じられていない。 

   本件処分は、審査請求人が希望した各保育所につき、利用調整の公平性確保

の目的で定められた区利用調整基準に従って、当該保育所の申込者全員の指数

を算定、比較して客観的に優先順位を決めたものである。 

   よって、本件処分をもって、法第２４条第１項に違反しているとすることは

できない。 

 ４ 憲法第１３条、第１４条及び第２５条並びに法第２４条第１項への違反につ

いて 

  ⑴ 憲法第１３条違反について 

    憲法第１３条は、いわゆる幸福追求権を定めたものであるが、同条は包括

的、一般的な基本権を定めた規定であるから、審査請求人が希望する保育所

等への入所ができなかったとしても、そのことをもって直ちに同条の違反と

なるものではない。 

  ⑵ 憲法第１４条違反について 

    憲法第１４条にいう法の下の平等は、絶対的平等を定めたものではなく、

恣意的な差別は許されないが、社会通念から見て合理的である限り、取扱い

に差違が生じても平等原則の違反には当たらないとされる。そして、前記の

とおり、保育所等の利用希望者がその定員を超過する場合、一定の客観的基

準に基づいてその利用調整を図ることは、公平の観点からも相応の合理性が

認められる。 

    したがって、かかる利用調整制度の適用に伴って保育所等への入所の優先
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順位に差が生じることがあったとしても、それは制度自体のやむを得ない結

果であって、それをもって法の下の平等に反するとはいえないから、憲法第

１４条に違反するものではない。 

  ⑶ 憲法第２５条違反について 

    憲法第２５条は、いわゆる生存権として福祉国家の理念に基づく国家の責

務を宣言した条項であり、子どもの保育に関しては、法その他子どもの保育

に関する法令により具体化されているところ、現に限られた保育所の利用に

関し、関係法令及び区規則に定める利用調整基準に基づいて利用調整を図る

ことは、公平性を担保する上でやむを得ないところである。 

    したがって、審査請求人やその妻において、本件処分の影響により就労上

の困難を受け、経済的な不利益を被ることがあったとしても、それは法令の

適正、公平な適用から派生する結果であって、そのことをもって憲法第２５

条が定める生存権を侵害したということはできないから、本件処分の効力を

左右するものではない。 

  ⑷ 法第２４条第１項違反について 

    法第２４条第１項に違反する事実がないことは既述のとおりであり、本件

処分あるいは本件処分に伴って審査請求人又はその児童に事実上の不利益が

生じることがあったとしても、それらは法令の適用に基づく結果であって、

審査請求人が指摘するような憲法各条の違反には当たらないから、結局審査

請求人の主張は理由がない。 

 ５ 法第２４条第２項違反について 

   審査請求人は、本件処分が入所保留としているにもかかわらず、必要な保育

を確保するための措置を怠っていることは、法第２４条第２項に違反すると主

張する。 

   しかし、それが本件処分の違法性や不当性自体を問題とするものではなく、

本件処分後の処分庁の対応の不備を理由に遡って本件処分の取消しを求めてい

るものと解するなら、その主張には無理がある。 

   また、法第２４条第２項は、前記のとおり、市町村に保育所以外の認定こど
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も園等を活用することにより必要な保育を確保するよう措置すべき一般的な義

務を課したものではあるが、保育所の利用希望者に同園等における保育を確保

するための具体的な地位や権利を付与したものではないから、いずれにしても、

本件処分が法第２４条第２項に違反するとの主張には理由がない。 

 ６ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

   他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 ７ 結論 

   以上のとおり、審査請求人の申立ては、いずれも理由がないから、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）第４５条第２項の規定により、主文のとお

り裁決する。 

 

平成３０年２月２０日 

 

審査庁  墨田区長  山  本    亨    

 

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６

か月以内に、墨田区を被告として（訴訟において墨田区を代表する者は墨田区長

となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が

違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。 

  処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に、墨田区を被告として（訴訟において墨田区を代表する者

は墨田区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起算して

１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起するこ

とはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても裁決の取消しの訴え

や処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
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 本書は、裁決書の謄本である。 

   平成３０年２月２０日 

                   墨田区長  山  本    亨    

 

 


